
物品購入等競争入札参加資格審査申請の案内

（令和５・６・７年度用）

陸前高田市が発注する物品購入等に係る競争入札参加資格を取得したい方は、次により資格審

査申請書を提出してください。

なお、競争入札参加資格を取得された方は、競争入札参加資格者名簿に登載します。

１ 資格要件

⑴ 営業に関し法令上許可、登録等を必要とする業種にあってはこれを受けていること。

⑵ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者でないこと。

⑶ 破産者で復権を得ない者でないこと。

⑷ 陸前高田市暴力団排除条例（平成２７年陸前高田市条例第３７号）に規定する暴力団、暴

力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

⑸ 物品購入等競争入札参加資格を取り消され、その期間を経過しない者でないこと。

２ 受付期間等

⑴ 受付期間

令和４年１２月２３日（金）から令和５年１月３１日（火）まで（陸前高田市の休日に関

する条例（平成３年条例第１号）第１条第１項に定める市の休日を除く。）の期間で午前８

時３０分から午後５時１５分まで

※郵送の場合は令和５年１月３１日（火）午後５時必着とする。

（期間経過後の申請は、令和５年４月１日から随時受付を行いますが、有効期間は受付日以

降となります。）

なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での受付にご協力ください。

⑵ 受付場所

〒０２９－２２９２

陸前高田市高田町字下和野１００番地

陸前高田市総務部財政課（陸前高田市役所３階）

⑶ 提出方法

提出書類は、Ａ４版のフラットファイル（ファイルの色の指定はありません）に物品購入

等競争入札参加資格審査申請書提出書類一覧の順序で綴り、郵送又は直接持参により提出し

てください。

なお、フラットファイルは何も記入しない状態での提出をお願いします。会社名等の必要

事項は担当職員が記入します。

⑷ 受理証明の対応

申請書の受領証明が必要な場合は、持参の場合には受付票等を提示し、郵送の場合には切

手を添付した返信用封筒と受付票、又は返信用はがきを同封してください。審査終了後、受

付印を押印し返送いたします。

なお、受付票は任意様式で構いません。（市から様式は提示しません。）



３ 提出書類等

⑴ 物品購入等競争入札参加資格審査申請書提出書類一覧

⑵ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（様式１（共通様式））

⑶ 様式４－１（経営状況）

⑷ 様式４－２（営業所一覧）

⑸ 様式４－３（障がい者雇用状況・営業実績・債権者登録・参加希望営業種目）

⑹ 委任状（様式５）

支店等に陸前高田市との契約を委任する場合に提出

⑺ 代理店・特約店調書（様式６）

※ 該当する場合のみ提出

⑻ 登記事項証明書（申請日から概ね３か月以内に発行されたもの、写し可）

※ 個人の場合は、住所地の市区町村が発行する営業証明書又は売上伝票等の写し

⑼ 法令上許可等を必要とする業種の場合は、当該許可等を受けていることを証する書面

（写し可）

（例示）高度管理医療機器等販売業許可、農薬販売届、石油販売業届出、揮発油販売業登録、

高圧ガス販売事業届、液化石油ガス販売事業登録、古物商許可証 等

⑽ 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書

（様式７）

⑾ 財務諸表（１か年分）

ア 法人の場合

申請日の属する年の前年の決算期に作成した営業年度の財務諸表（貸借対照表、損益計

算書及び株主資本等変動計算書）の写し

イ 個人の場合

申請日の属する年の前年の所得に係る確定申告書の写し（貸借対照表を含む）

⑿ 納税証明書 （申請日から概ね３か月以内に発行されたもの ※写し可）

ア 法人の場合

(ア) 陸前高田市内に事務所又は事業所を有する場合

a 「市税」の納税証明書

b 「県税」の納税証明書（様式第 111 号イ）

c 「消費税及び地方消費税」の納税証明書（様式その３又はその３の３）

(イ) 陸前高田市内に事務所又は事業所を有しない場合

a 「都道府県税」の納税証明書（様式第 111 号イ）

b 「消費税及び地方消費税」の納税証明書（様式その３又はその３の３）

イ 個人の場合

(ア) 陸前高田市内に事務所又は事業所を有する場合

a 「市税」の納税証明書

b 「県税」の納税証明書（様式第 111 号イ）

c 「消費税及び地方消費税」の納税証明書（様式その３又はその３の２）

(イ) 陸前高田市内に事務所又は事業所を有しない場合

a 「都道府県税」の納税証明書（様式第 111 号イ）

b 「消費税及び地方消費税」の納税証明書（様式その３又はその３の２）



ウ 新規に営業を開始し、未申告の場合

「法人・個人の事業開始等申告書」等の税務当局へ提出した書類の控えの写し

※ 「市税」の納税証明書を申請する場合は、別紙様式をご利用願います。

その際申請をする方が願出人と異なる場合（個人の申請の場合は、住民基本台帳上、同

一世帯以外の方の場合）は「委任状」が必要となります。

※ 国税の納税証明書は、インターネット等を利用して自宅や勤務先から交付請求すること

ができます。詳しくは、国税庁ホームページ

（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm#online）をご覧ください。

⒀ 市税納付状況の調査に関する承諾書（様式８）

※ 陸前高田市内に主たる営業所又は市内営業所を有する個人・法人は必要です。

⒁ 障害者雇用状況報告書（当該報告を公共職業安定所に行っている場合）、または障害者手

帳（障がい者を雇用している場合）の写し

⒂ あて先を明記した返信用封筒（定形郵便物サイズ、84 円切手を貼付したもの）

４ 申請書記載事項変更届

申請書提出後、申請書及び提出書類の記載事項が変更となった場合は、物品購入等競争入札

参加資格申請書記載事項変更届（様式９）を提出してください。また、変更に伴い、変更後の

提出書類や確認資料等をあわせて同封願います。

（提出書類等の例）

・委任状（委任状を提出している場合）

・暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書

（変更のあった代表者及び役員分のみで可）

・変更後の登記事項証明書（写し可、証明書に記載された事項が変更となった場合）

５ 資格の有効期間

令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで

※申請内容に不備があり、修正が令和５年３月３１日までに整わなかった場合には、修正が

終了した日以降に資格を取得することとなります。

６ 資格審査結果の通知

審査結果は、令和５年３月中旬に郵送で通知します。

令和５年３月３１日までに通知が無い場合は、総務部財政課までお問い合わせ願います。

なお、競争入札参加資格者名簿の公表はいたしません。

７ 問合せ先

陸前高田市高田町字下和野１００番地

陸前高田市役所３階 総務部財政課

Tel ０１９２－５４－２１１１（内線３２４）

Fax ０１９２－５４－３８８８

http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nouzei-shomei/01.htm#online

